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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［１］市街地の整備改善の必要性  

 

現状分析 

中心市街地の面的整備は、効率的かつ有効的な土地利用による中心市街地の活性化を

目指して事業の推進を行っており、福島都心中央土地区画整理事業が施工中である。 

市街地再開発事業は、都心居住の増進と商業施設等の誘致による中心市街地の活性化

を目指し、事業を展開中である。 

都市計画道路は、中心市街地における段階的道路体系の構築や、また福島駅東西地区

を結ぶ東西連絡の利便性や快適性の向上に向け事業を展開中である。 

公園は、中心市街地を中心に小規模緑地整備を実施しており、中心市街地に丌足がち

な緑を増やすことにより、住民や来街者たちへの潤いと憩いの場を提供している。 

 

事業の必要性 

現在、事業推進中である福島都心中央土地区画整理事業は、中心市街地においてさら 

なる賑わいの誘発と中心市街地活性化を支援する施設として期待されており、今後継続

して事業を推進する必要がある。 

道路については、未整備になっている都市計画道路の整備は、快適性や利便性を向上 

させ、歩行者・自動車通行量を増やし、中心市街地の活性化を図る上で必要な事業であ

る。 

公園整備は、市民のシンボルとなっている信夫山公園周辺を整備し、レンタサイクル

等による自転車での回遊性の向上を図る。また、小規模緑地整備は、中心市街地に丌足

がちな緑や休憩の場を増やすことにより、住民や来街者への潤いと憩いの場を提供する

施設として整備するとともに、阿武隈川隈畔や福島城址の紅葉山公園、旧日銀支店長宅

等の歴史・文化資源とのネットワークを形成させ、中心市街地における賑わいを創出す

る事業として整備を進める。 

 

フォローアップ 

年に一回、基本計画で位置付けた取組の進捗状況についての調査を行い、目標指標へ 

の到達状況を把握しながら、必要に応じて適切な措置を講ずる。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

事業名 

栄町置賜町線 

道路事業 

内容 

整備延長L=220m 

     W=22ｍ 

実施時期 

平成18年度～ 

平成22年度 

福島市 福島駅前から国道13号までの

都心中央地区の東西方向のアク

セス強化と歩行者・自転車の安全

性を確保し回遊性の向上に寄不

する事業である。 

 

 

 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画) 

実施時期 

平成18年度～

平成22年度 

 

事業名 

矢剣町渡利線 

道路事業 

内容 

整備延長L=200m 

W=16m 

実施時期 

平成18年度～ 

平成22年度 

福島市 福島駅南地区で鉄道を挟んだ

東西地区における円滑な移動の

強化を図り、周辺における今後の

賑わいづくりと回遊性の向上に

寄不する事業である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画) 

実施時期 

平成18年度～

平成22年度 

 

事業名 

腰浜町町庭坂線 

道路事業 

内容 

整備延長L=366ｍ

W=25ｍ 

実施時期 

平成18年度～ 

平成26年度 

 

 

 

 

 

福島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の内環状道路に位置付け

られる都市計画道路の太平寺岡

部線に接続し、福島駅東地域にお

ける東西方向交通の流動強化を

図る。 

また、自転車の安全な走行環境

を整備するため、歩道と並列する

自転車道を整備することで、回遊

性の向上に寄不する事業である。 

 

 

 

 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 

実施時期 

平成18年度～

平成26年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イメージパース 
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事業名 

高質空間形成施設 

①栄町置賜町線 

②矢剣町渡利線 

③腰浜町町庭坂線 

④置賜町天神町1号

線 

⑤置賜町線 

⑥東西連絡通路 

内容 

電線類地中化、高質

舗装、ポケットパー

ク、街なかサイン、 

歩行者支援施設 

実施時期 

平成19年度～ 

平成22年度 

福島市 

 

電線類地中化と高質舗装によ

り街なかの景観に配慮しアメニ

ティ環境の向上を図り、ポケット

パークの整備により、憩いとふれ

あいの場を提供する。 

また、街なかサインの整備によ

る施設案内や歩行者支援施設に

おいて、手摺りを整備し高齢者等

が安心して歩ける環境づくりを

することで回遊性の向上に寄不

する事業である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画) 

実施時期 

平成21年度～

平成22年度 

 

 

事業名 

地域創造支援事業 

①栄町置賜町線 

②腰浜町町庭坂線 

内容 

上下水道整備 

実施時期 

平成21年度～ 

平成22年度 

福島市 

 

街路の整備に合わせ、上水道の

耐震化や下水道を整備すること

で生活環境を向上させ、街なか居

住の環境に寄不する事業である。 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画) 

実施時期 

平成21年度～

平成22年度 

 

 

事業名 

旧米沢藩米蔵復原

事業 

内容 

阿武隈川で行われ

ていた「舟運」で使

われた旧米沢藩米

蔵の利活用 

実施時期 

平成21年度～ 

平成22年度 

福島市 江戸時代に年貢米を江戸へ運

ぶ際に、阿武隈川を利用し「舟運」

が行われており、旧米沢藩の「米

蔵」が福島城近くの福島河岸にあ

った。所有者の意向により取壊し

が決定したが、歴史遺産を活用し

たまちづくりを推進し、都市景観

の魅力向上を図る。歴史・伝統・

文化は、地域住民とともに伝承

し、次世代に引き継ぐことが重要

であり、中心市街地を活性化する

施設整備として、現在解体保存し

てある旧米沢藩米蔵を復原し、街

なかの回遊性向上を図る。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画) 

実施時期 

平成21年度～

平成22年度 
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事業名 

信夫山公園整備 

事業 

内容 

既存公園における

広場、噴水、トイレ

等の整備 

実施期間 

平成 23年度～ 

平成26年度 

福島市 

 

信夫山は、中心市街地北部に 

位置し、市街地を一望でき、春 

には、市内外から約 5万人もの 

花見客で、賑わう福島のシンボル

的存在となっている。一帯は公園

として整備されており、展望台が

設けられ、周辺には大型遊具など

があり、市民の憩いの場となって

いる。花見の時期などは、特に歩

行者による中心市街地との回遊

が、見られることから、回遊ルー

ト形成上の拠点として整備する。 

また、駐輪場の整備を行い自転

車による、回遊性向上に寄不する

事業である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 

実施時期 

平成23年度～

平成26年度 

 

事業名 

舟場町山下町線 

道路事業 

内容 

整備延長 L=65 ｍ

W=9.5ｍ 

実施時期 

平成23年度～ 

平成26年度 

福島市 現在、本市の内環状道路として

福島駅の東西方向交通の強化を

図る目的で整備が進められてい

る腰浜町町庭坂線と、福島市図書

館等の公共施設及び仲間町地区

暮らし・にぎわい再生事業地の一

方通行を解消し、安全性を確保す

るとともに、回遊性の向上に寄不

する事業である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 

実施時期 

平成23年度～

平成26年度 

 

 

事業名 

高質空間形成施設 

・腰浜町町庭坂線 

内容 

緑化施設等 整備 

実施時期 

平成26年度 

福島市 

 

緑化施設等により街なかの景

観に配慮しアメニティ環境の向

上を図ることで回遊性の向上に

寄不する事業である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 

実施時期 

平成26年度 

 

事業名 

地域創造支援事業 

・腰浜町町庭坂線 

内容 

上下水道整備 

実施時期 

平成26年度 

福島市 

 

街路の整備に合わせ、上水道の

耐震化や下水道を整備すること

で生活環境を向上させ、街なか居

住の環境に寄不する事業である。 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 

実施時期 

平成26年度 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

事業名 

曽根田町桜木町線

道路事業（宮下町工

区） 

内容 

整備延長L=340m 

W=1５m 

実施時期 

平成 23年度～ 

平成26年度 

福島市 市役所新庁舎建設に伴い、現在

の一方通行による混雑緩和を図

り、中心市街地北部における市役

所と駅方面とのアクセス強化と

回遊性の向上に寄不する事業で

ある。 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(道路事業 (街

路)) 

実施時期 

平成23年度～

平成26年度 

 

 

事業名 

太平寺岡部線道路

事業（御山町工区） 

内容 

整備延長L=550m  

W=25m 

実施時期 

平成 23年度～ 

平成26年度 

福島市 中心市街地に流入する通過交

通を分散し、渋滞緩和を図るとと

もに、信夫山地区の文教ゾーンと

駅方面とのアクセス強化を図り

回遊性向上に寄不する事業であ

る。 

 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金 

(道路事業 (街

路)) 

実施時期 

平成23年度～

平成26年度 

 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置づけ及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

事業名 

福島駅前通り等整備

検討会設置 

内容 

整備計画の検討、 

利活用の検討 

実施期間 

平成 20年度～ 

平成 2４年度 

中心市

街地活

性化協

議会分

科会 

福島駅と国道 13号を結ぶ福

島市の中心商業地を代表する

通りと位置づけ、栄町置賜町線

(吾妻通り)・街なか広場・パセ

オ通り等を回遊の軸として、快

適で魅力的な整備を図るため、

利活用を含めた検討を行う。ま

た、アーケードの老朽化が進み

美観を損ねていることから、道
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路整備計画に合せ再設置・撤去

も検討し、イメージアップによ

る回遊性及び賑わい創出に寄

不させる。 

事業名 

街なか広場整備検討

会設置 

内容 

整備計画の検討、 

利活用の検討 

実施期間 

平成 21年度～ 

平成 23年度 

中心市

街地活

性化協

議会分

科会 

これまで様々なイベント会

場として利用されてきた街な

か広場について、中心市街地の

賑わいを生み出す貴重な空間

資源としてより有効に活用す

るための整備計画や利活用方

策について検討を行い、公益施

設や商業施設の複合施設の整

備による活性化に寄不させる。 

  

事業名 

福島都心中央土地区

画整理事業 

内容 

施行面積 0.7ha 

実施期間 

平成 10年度～ 

平成 23年度 

福島市 福島の中心となる商業業務

街区であり、賑わい空間の創

出、土地の高次利用の促進を総

合的に行う基盤として活性化

に寄不する事業である。 

 

 

 

事業名 

中央学習センター等

整備計画策定事業 

内容 

各種公共施設の再配

置整備計画の検討 

実施期間 

平成 20年度～ 

平成 2２年度 

福島市 福島都心東土地区画整理事

業の中止に伴い、事業区域であ

った中央学習センター・福島市

立図書館及び公会堂の整備計

画策定について必要な事項を

調査・検討する。市民懇談会を

設置し、施設の再配置も視野に

いれながら整備計画や利活用

方策について検討し、施設の適

切な再配置による回遊性及び

賑わいを創出に寄不させる。 

  

事業名 

小規模緑地整備事業 

内容 

休憩施設整備 

実施時期 

平成 20年度～ 

福島市 

 

 

 

 

 

中心市街地に憩いとふれあ

いの場を提供するため、小規模

な空き地及び各公共施設に休

憩施設等を整備し、来街者の回

遊性を向上させ、街なかの滞在

時間延長を図る。 

 

  

 

 

 

 

小規模緑地 
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事業名 

太平寺岡部線道路事

業（太田町工区） 

内容 

整備延長L=340m 

     W=25m 

実施時期 

平成 23年度～ 

平成 26年度 

福島市 福島駅南地区で鉄道を挟ん

だ東西地区における円滑な移

動の強化を図るとともに、福島

駅西口までのアクセス道路と

して整備し、周辺における今後

の賑わいづくりと回遊性向上

に寄不する事業である。 

  

事業名 

矢剣町渡利線道路事

業（矢剣町工区） 

内容 

整備延長 L=270m 

W=16m 

実施時期 

平成 23年度～ 

平成 26年度 

福島市 福島駅南地区で鉄道を挟ん

だ東西地区における円滑な移

動の強化を図るとともに、福島

駅西口までのアクセス道路と

して整備し、周辺における今後

の賑わいづくりと回遊性向上

に寄不する事業である。 

  

 


